
 

社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

の加入に関するご相談 

 
 
 
 
 
 

■ 社会保険の加入に関するご相談について 
 

  ご自身が社会保険に加入するための要件を満たしているにもかかわらず事

業所が社会保険の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきまし

ては、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所にご相談ください。 

  社会保険事務所の所在地、連絡先等は、こちらからご確認ください。 

  また、社会保険に加入するための要件に関しては、下記をご参照ください。 

 

 
【社会保険の加入義務について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。 

●法人事業所 

●常時５人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店などの個人事業所 

 なお、５人未満の個人事業所と、５人以上の個人事業所であってもサービス業の

一部（クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など）や農業、漁業などは、その限り

ではありません。 

 上記以外の事業所であっても、次の条件を満たせば社会保険に加入できます。 

●従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意し、事業主が申請して

社会保険事務局長などの認可を受けた事業所 

 なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険

料は、適用事業所と同じ扱いになります。 

 

【被保険者について】  

 

健康保険・厚生年金保険では、会社（事務所）単位で適用事業所となり、

その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、

すべて被保険者となります。（原則として、７０歳以上の人は健康保険のみ

の加入となります。） 

   「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用

http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm


事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常

用的であることをいいます。 

 

パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
 

 

パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所

で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断す

ることとなります。 

 

《判断基準》 

  次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。 

① 労働日数 

１か月の所定労働日数が一般社員のおおむね４分の３以上である場合 

 

② 労働時間 

１日または１週の所定労働時間が一般社員のおおむね４分の３以上で

ある場合 

 

ただし、この４分の３以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、

これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した

結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。 

 

←　所定労働日数・所定労働時間　→

原則として被保険者とならない部分
→４分の３以上は原則として被

保険者となる。

パートタイマー
（原則として被保険者とならない）

一般社員
（被保険者）

パートタイマー
（原則として被保険者となる）

 


